
 

やお市政だより印刷製本仕様書 

  

 

 

品 名 やお市政だより 

規   格 Ａ４判冊子 

発 行 部 数 １回あたり 140,000 部 合計 1,680,000 部 

発 行 回 数 
月１回 20 日発行（合計 12 回） 

５月号（４月 20 日発行）～４月号（３月 20 日発行） 

発 行 ペ ー ジ 数 32 頁：６回 36 頁：６回 

製 本 中とじ・２穴（ホッチキス止め） 

刷 り 色 表１・表２・表３・表４ カラー、本文２色 

写真等使用枚数 モノクロ 15～30 点・カラー４～10 点 

紙 質 再生上質紙もしくは上質紙（55kg 四六版） 

編 集 ・ 作 成 

○本市のマッキントッシュＤＴＰに対応できること。 

○インターネットのホームページに掲載できるフォーマットに対応すること。 

○下記形式に対応可能なこと。また、順次、ソフトウェアのアップグレードや新

しいフォントに対応できること。 

・使用ソフト 

  InDesign     Creative Cloud 

  Illustrator  Creative Cloud 

  Photoshop    Creative Cloud 

・使用フォント 

   MORISAWA Open Type（MORISAWA PASSPORT） 

○最終ＰＤＦデータを作成できること。 

○印字：ＤＴＰシステムで編集して 4,000dpi で出力すること。 

出 稿 ・ 校 正 等 

⑴出稿方法 

 マッキントッシュＤＴＰシステムで編集したデータを保存したＵＳＢメモリ

等と普通紙出力したものを引き渡し。その際、写真の色調整等が必要な場合は別

途指示する。 

⑵出稿・校正・納品等の日程…【別紙スケジュール参照】 

①出稿から最終校正（５日間） 

・１日目 市役所で引き渡し。 

・３日目 午前９時に市役所へゲラ持参。 

校正後（午後５時頃）に市役所で引き渡し、最終校正準備。 

・５日目 午前９時頃から印刷会社にて最終校正と色校正。 

（上記方法を例とし、詳細は協議の上行うこと。） 

②印刷・製本・梱包（３日間） ※梱包単位は 50 部単位とする。 

③納品は、発行日（20 日）の前日まで（土・日曜日・祝日の場合は直前の平日）。 

・出稿及び校正は原則として月～金曜日（祝日を除く）。 

・印刷・製本作業は、できるだけ土・日曜日等でも対応できるように計らい、出

稿や校正日程に余裕を持たせること。 



納 品 

発行日（20 日）の前日の正午までに本市指定の配布業者へ納品する。また、配

布業者に納品した以外の残部と最終データが保存されたＤＶＤ（通常データ及び

ＰＤＦデータ）は広報・公民連携課執務室へ納品する。 

そ の 他 

○各月号による品質のばらつきがないよう、品質の安定性を確保すること。 

○八尾市グリーン調達方針の内容に適合すること。 

○ＣＴＰ出力機を備え、製作から印刷まで一貫してデジタル化されていること。 

○最終校正時に、受注者の校正作業場所において市担当者が文字・色校正を行う

ための場所を用意すること。また、その場で校正内容が確認できるようにする

こと。なお、市担当者が最終校正のために作業する場所は、大阪市、中河内地

域（八尾市・東大阪市・柏原市）にあること。 

○色校正は原則本機校正とし、担当者が立会いできること。また、校了後速やか

に色校正を刷ること（２～６頁程度）。 

○受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならな

い。ただし、一部の業務について、あらかじめ発注者の文書による承諾を得た

ときはこの限りでない。 

○支払いは、毎月の納入完了後に納入した部分について支払うものとする。 

○不当介入に対する措置（八尾市契約関係暴力団排除措置要綱） 

⑴受注者及び下請人等が契約履行に当たり、暴力団員又は暴力団密接関係者によ

る不当介入を受けたときは、八尾市暴力団排除条例第９条第２項に基づき、速

やかに本市に報告するとともに、警察への届出をすること。 

⑵上記⑴の報告義務を怠ったと認められるときは、入札参加停止措置を行う。 

⑶受注者及び下請人等が上記⑴の不当介入を受け、上記⑴の規定に従い適切な報

告、届出又は指導を行ったと認められる場合に限り、必要に応じて、履行期限

の延期等の措置を講じることはできる。 

○そのほか、本仕様に定めのない事項または本仕様に疑義が生じた事項について

は、必要に応じて協議のうえ定めるものとする。 

 



月号（発行日） 出　　稿 ゲラ届 初　校 出張校正 納　品

５月号( 4/20発行) 4月9日(火)午後５時 11日(木)朝 11日(木)夕 15日(月) 19日(金)

６月号( 5/20発行) 5月7日(火)午後５時 9日(木)朝 9日(木)夕 13日(月) 17日(金)

７月号( 6/20発行) 6月7日(金)午後５時 11日(火)朝 11日(火)夕 13日(木) 19日(水)

８月号( 7/20発行) 7月8日(月)午後５時 10日(水)朝 10日(水)夕 12日(金) 19日(金)

９月号( 8/20発行) 8月6日(火)午後５時 8日(木)朝 8日(木)夕 13日(火) 19日(月)

10月号( 9/20発行) 9月6日(金)午後５時 10日(火)朝 10日(火)夕 12日(木) 19日(木)

11月号(10/20発行) 10月7日(月)午後５時 9日(水)朝 9日(水)夕 11日(金) 18日(金)

12月号(11/20発行) 11月7日(木)午後５時 11日(月)朝 11日(月)夕 13日(水) 19日(火)

１月号(12/20発行) 12月9日(月)午後５時 11日(水)朝 11日(水)夕 13日(金) 19日(木)

２月号( 1/20発行) 1月6日(月)午後５時 8日(水)朝 8日(水)夕 10日(金) 17日(金)

３月号( 2/20発行) 2月6日(木)午後５時 10日(月)朝 10日(月)夕 13日(木) 19日(水)

４月号( 3/20発行) 3月7日(金)午後５時 11日(火)朝 11日(火)夕 13日(木) 19日(水)

令和６年度　やお市政だより発行スケジュール

※納品は、納品日の正午までに配布業者に届ける。広報・公民連携課（残部とデータ）には納品日の午後５時
までに届ける。



やお市議会だより印刷仕様書（令和６年度発行分） 

品 名  やお市議会だより 

規 格  Ａ４判冊子 

発 行 部 数  １回あたり140,000部 合計700,000部 

発 行 回 数 

５回 ①令和６年３月定例会号（令和６年４月20日） 

    ②令和６年５月臨時会号（令和６年６月20日） 

③令和６年６月定例会号 (令和６年７月20日又は同年８月20日) 

④令和６年９月定例会号 (令和６年11月 20日) 

⑤令和６年12月定例会号（令和７年１月20日もしくは同年２月20日） 

発 行 頁 数 ②４頁 ①,③～⑤16頁 

製 本  中とじ、２穴（市政だより中央に挟み込み、ホッチキス止め） 

刷 り 色  表紙４／２、本文２／２ 

写真使用枚数  モノクロ50点以内、カラー15点以内 

紙 質 再生上質紙もしくは上質紙（55㎏、四六版） 

編集・作成 

〇本市のＷｉｎｄｏｗｓ ＤＴＰに対応できること。 

〇インターネットのホームページに掲載できるフォーマットに対応すること。 

（使用ソフト）InDesign     Creative Cloud 

Illustrator  Creative Cloud 

       Photoshop    Creative Cloud 

（使用フォント） MORISAWA Open Type（MORISAWA PASSPORT） 

〇上記形式に対応可能なこと。また、順次ソフトウェアのアップグレードや新しいフォ 

ントに対応できること。 

〇最終ＰＤＦデータを作成できること。 

〇印字：ＤＴＰシステムで編集して4,000ｄｐｉで出力すること。 

〇２穴について、穴あけ位置を校正時に確認できること。 

〇見出し、イラスト、地図、グラフ、表などは本市からの依頼に応じて別途作成できる 

こと。 

出稿・校正等 

（１）出稿方法 

①ＷｉｎｄｏｗｓＤＴＰシステムで編集し保存したデータと普通紙に出力したもの。 

②写真原稿は極力文字原稿と同時に提出する。写真は市のＤＴＰシステムで仮に取り込

みトリミング等を指示する。 

（２）出稿・校正・納品等の日程 

①出稿から最終校正 

 ・市議会事務局から業者へＤＴＰデータを出稿 

・出稿から２日後 業者から市議会事務局へ初稿納品 

 ・出稿から４日後 校正したＤＴＰデータを市議会事務局から業者へ再出稿 

 ・出稿から６日後 午前10時頃から印刷会社にて最終校正と色校正（本機色校正） 

（上記方法を例とし、詳細は協議の上行うこと。） 

 ②印刷・製本・梱包は、広報・公民連携課と同様。 

 ③納品は、発行日（20日）の前日まで（土・日曜日・祝日の場合は直前の平日）。 

 ・出稿及び校正は原則的に月～金曜日。（祝日を除く） 

 ・印刷・製本作業は、できるだけ土・日曜日等でも対応できるように計らい、出稿や校

正日程に余裕を持たせること。 



納 品 

・発行日（20 日）の前日の正午までに本市指定の配布業者へ納品する。また、配布

業者に納品した以外の残部と最終データが保存されたＤＶＤ又はＵＳＢ（通常デ

ータ及びＰＤＦデータ）は市議会事務局へ納品する。 

不当介入に対

す る 措 置 

（八尾市契約

関係暴力団排

除措置要綱） 

 

（１）受注者及び下請人等が契約履行に当り、暴力団員又は暴力団密接関係者によ

る不当介入を受けたときは、八尾市暴力団排除条例第９条第２項に基づき、

速やかに本市に報告するとともに、警察への届出をすること。 

（２）上記（１）の報告義務を怠ったと認められるときは、入札参加停止措置を行

うものとする。 

（３）受注者及び下請人等が上記（１）の不当介入を受け、上記（１）の規定に従

い適切な報告、届出又は指導を行ったと認められる場合に限り、必要に応じ

て、履行期限の延期等の措置を講じることはできる。 

そ の 他 

・ 各月号による品質のばらつきがないよう、品質の安定性を確保すること。 

・八尾市グリーン調達方針の内容に適合すること。 

・ ＣＴＰ出力機を備え、製作から印刷まで一貫してデジタル化されていること。 

・ 最終校正時に、受注者の校正作業場所において市担当者が文字・色校正を行うための場

所を用意すること。また、その場で校正内容が確認できるようにすること。なお、市担

当者が最終校正のために作業する場所は、大阪市、中河内地域（八尾市・東大阪市・柏

原市）にあること。 

・ 色校正は本機校正とし、担当者が立会いできること。また、校了後速やかに色校

正を刷ること。 

・ 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならな

い。ただし、一部の業務について、あらかじめ発注者の文書による承諾を得たと

きはこの限りでない。 

・ 支払いは、毎月の納入完了後に納入した部分について支払うものとする。 

・本仕様に定めのない事項は別途協議の上、決定するものとする。 

 


